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資料１ 
令和２年度 第１回 

新潟市地域密着型サービス運営委員会 

令和２年９月２５日開催 

介護予防支援事業所の指定について（案） 

＜指定申請事業者情報＞ 

指定を受けようとする 

サービスの種類 
 介護予防支援 

申
請
者

名 称  株式会社ツクイ分割準備会社 

主たる事務所の所在地  神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 

代表者の職名・氏名  代表取締役 髙
たか

橋
はし

 靖
やす

宏
ひろ

事

業

所

名 称  地域包括支援センター鳥屋野・上山 

所在地  新潟県新潟市中央区神道寺１丁目１０番６号 

管理者  長谷川
は せ が わ

 紗
さ

綾子
や こ

通常の事業の実施地域 中央区（鳥屋野・上山圏域） 

＜事業者指定を行う方針＞ 

指定（案） 
 上記の事業所について指定の申請があったため、介護保険法の規定に基づき、指定

を行うことを提案します。 

指定の根拠 

（１）指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターの設置者の申請によ

り、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行う。 

  （介護保険法（以下「法」という。）第１１５条の２２第１項） 

（２）指定を行うにあたり、法及び「新潟市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準に関する条例」により規定された人員、設備及び運営に関する基準を満たして

いる。 

  （法第１１５条の２４第１項、新潟市条例第４号（平成２７年３月２０日）） 

指定予定年月日  令和２年１０月１日
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＜介護予防支援事業の人員、設備及び運営に関する基準等＞

基

準
指定に係る審査項目 申 請 内 容 

審査 

結果 

１

人
員
に
関
す
る
基
準

(1) 従業者の員数 

１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる

必要な数の指定介護予防支援に関する知識を有する

職員を置かなければならない。 

７名の職員を配置することを勤

務形態一覧表等により確認した。
○ 

(2) 管理者 

常勤であり、専らその職務に従事する者であるこ

と。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、

当該事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予

防支援事業者である地域包括支援センターの職務に

従事することができる。 

勤務形態一覧表等により、管理者

が左記要件を満たすことを確認

した。 

○ 

２

設
備
に
関
す
る
基
準

(1) 設備及び備品等 

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用

の区画を設けるほか、必要な設備及び備品等を備えて

あること。 

プライバシーが守られる相談室

や鍵付き書庫など、事業に必要な

設備、備品を備えていることを確

認した。 

○ 

３

運
営
に
関
す
る
基
準

(1) 運営規程 

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めてあること。 

① 事業の目的及び運営の方針 

事業所の運営規程により、左記の

①～⑥の項目が規定されている

ことを確認した。 

○ 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ③ 営業日及び営業時間 

④ 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料

その他の費用額 

 ⑤ 通常の事業の実施地域 

 ⑥ その他運営に関する重要事項 

(2) 勤務体制の確保等 

利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事

業所ごとに従業者の勤務の体制を定めてあること。 

従業者の勤務体制及び雇用状況

について、勤務形態一覧表等によ

り確認した。 

○ 

(3) 掲 示 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従

業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

現地において、運営規程の概要、

従業者の勤務体制及び重要事項

等が、事務室内相談室に掲示され

ていることを確認した。 

○ 
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(4) 苦情処理 

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置が講じられていること。 

利用者等からの相談又は苦情等

に対応する常設の窓口を当該事

業所内に設置し、苦情及び相談を

受け付ける体制が整備されてい

ることを確認した。 

○ 

(5) 事故発生時の対応 

事業者は、サービス提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償が速やかに行える措置を講

じておくこと。 

損害賠償保険に加入しているこ

とを確認した。 
○ 

(6) 関係機関との連携 

事業の運営に当たっては、関係市町村、居宅介護支

援事業所、その他の介護保険施設等との連携に努めな

ればならない。 

左記関係機関等との連携策につ

いて確認した。 
○ 
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 次のいずれかに該当するときは指定をしてはならない。

（介護保険法第１１５条の２２第２項） 

（１）法人でない 

（２）人員基準が未達 

（３）設備・運営基準に従った適正な運営ができないと認

められる 

（４）禁固以上の刑を受け、執行が終わるか執行されなく

なるまで 

（５）介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する所

定の法律により罰金刑を受け、執行が終わるか執行さ

れなくなるまで 

（６）労働法規により罰金の刑を受け、執行が終わるか執

行されなくなるまで 

（７）社会保険料等について滞納処分を受け、引き続き滞

納している 

（８）指定取消要件法第１１５条の２９により指定を取消

され、５年を経過していない（組織的関与が認められ

ない場合を除く） 

（９）申請者と密接な関係を有する者が、法第１１５条の

２９の指定取消要件により指定を取消され、５年を経

過していない（組織的関与が認められない場合を除

く） 

（10）指定取消要件法第１１５条の２９による取消処分の

通知日から処分日等までの間に事業廃止の届出また

は指定の辞退を行い、５年を経過していない 

（11）(10)の期間内に、事業の廃止の届出等があった場合、

(10)の処分の通知日前６０日以内に役員等であり、廃

止の届出等から、５年を経過していない 

（12）申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正または

著しく不当な行為をした 

（13）役員等のうち、次に該当する者がある 

  ①前記（４）～（８）、（10）～（12）に該当 

  ②指定取消要件法第１１５条の２９により指定取消

となった法人（または前記（10）の法人）の、処分

通知日前６０日以内の役員等で、取消日（または届

出・辞退の日）から５年を経過していない 

申請者及び法人の役員（事業所の

管理者を含む。）が、法第１１５

条の２２第２項各号に該当しな

い者であることを書面により誓

約している。 

○ 


